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地域コミュニティに関する取組状況について 

 

 

 宇治市では、地域コミュニティの活性化に取り組んでいくことが、持続的な

活気あるまちづくりにつながるとの考えのもと、平成３１年３月に「宇治市地域

コミュニティ再編計画」を策定し、地域コミュニティの活性化、地域による

主体的な集会所運営、集会所の適正配置の３つの目標を定めました。 

また、第６次総合計画において、「多様な主体との連携・協働と担い手づくりの

推進」をまちづくりの土台に位置付け、地域住民や防災・防犯、福祉などの地域

活動団体、ＮＰＯ、大学等と行政がそれぞれ主体となって連携・協働し、宇治の

まち全体で新しいまちづくりを進めるよう取り組んでいます。 

 

１．地域コミュニティ再編計画の基本方針と目標 

 

 【基本方針】 

  将来を見据えた地域コミュニティの更なる活性化と、再生プランの理念を

踏まえた地域による主体的な集会所運営を実現するために、市民とともに、

「選択と集中」の考え方のもと、地域への支援施策の拡充を図るとともに、

集会所の廃止や複合化、地域団体への無償譲渡などの様々な手法を用い、

施設の適正配置を行います。 

 

 【目標】 

（１） 地域コミュニティの活性化 

未来の視点を活かした具体的な支援施策を実施するとともに、地域が

必要としている支援を実施します。 

 

（２） 地域による主体的な集会所運営 

市民の自主的で活発なコミュニティ活動を促進し、それぞれの地域が

主体性を発揮できるよう、再生プランの理念を活かし、地域団体への

無償譲渡により、地域の実情に応じた、主体的な集会所運営を支援します。 

 

（３） 集会所の適正配置 

宇治市公共施設等総合管理計画に基づき、２０４６年度（令和２８年度）

までに、廃止や複合化、地域団体への無償譲渡などにより集会所の

総延床面積の２０％を削減します。 

令和７年１２月１５日 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

総務・市民協働部市民協働推進課 



2 

 

 

２．これまでの主な取組状況について（令和７年度１１月末時点） 

 

地域ニーズを把握し、それぞれの地域に応じた主体的なコミュニティ活動を

促進するため、町内会・自治会との意見交換会を実施 

地域コミュニティ活性化意見交換会数（新規のみ） 

計画策定後～令和７年度１１月末 １４５団体 

 

（１） 地域コミュニティの活性化 

 

① 地域コミュニティ活性化事業補助金（令和３年度～） 

地域コミュニティ活性化や地域課題の解決に向けて、先進的かつ自主的な

取組を新たに実施する町内会・自治会、ＮＰＯ、事業者等に対して、

最大３年間の支援を実施 

 

【取組内容】 

申請主体 内容・連携先 

サウスヒルズ町内会 
防災をテーマとした多世代交流 

連携先：京都文教大学 

若森町内会 
運動などを通じた高齢者同士の交流と多世代交流 

連携先：デイサービスみやび 

若葉台自治会 
自治会ＨＰやＦＢ、電子回覧板の導入を通じたコミュニティづくり 

連携先：吉田事務所（株） 

なまけもの 
マンションの一角を利用した居場所づくり 

連携先：朝日プラザ宇治管理組合 

新田町内会 
ペットのしつけなどを通じたコミュニティ再構築 

連携先：認定ＮＰＯ法人アンビシャス 

小山農園 
地元でとれた野菜を中心にバランスの取れたコミュニティ食堂 

連携先：吹前町内会・京野菜いのうち・山城福祉会・ＪＡ 

 

② まちのリビング創出促進事業補助金（令和３年度～） 

子育てにやさしいまち実現プロジェクトの一環として、人々に開かれ、

自然と人が集う空間を「まちのリビング」と位置付け、公共施設に限らず、

民間の店舗や事業所などを「ばしょ」「きっかけ」「つながり」を備えた

まちのリビングとして創出・促進する事業に対して支援 

 

民間の店舗や民間集会所、伊勢田ふれあいセンター跡地に開設された

「まちのコミュニティスペース『クロス』」など、様々な場所がまちの

リビングとしてコミュニティ活動を展開 
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【補助実績】 

年度 展開エリア 補助件数 

令和３年度 中宇治 １ 

令和４年度 中宇治 １０ 

令和５年度 中宇治、木幡・黄檗、小倉 １８ 

令和６年度 木幡・黄檗、小倉 ２４ 

令和７年度 全市 ３４（※） 

  計 ８７ 

※ 交付決定件数 

 

【取組の広報】 

地域活動団体主体の広報に加え、市政だより、宇治市公式ＬＩＮＥなどのＳＮＳ

や宇治市ＨＰの市民協働ポータルサイト「Ｋｉｔｃｈｅｎ」等により発信 

         

 

【取組事例】 

 

いどばたけ【中宇治】 

ばしょ ：畑（空き地活用） 

きっかけ：野菜栽培、月1サポートデイ、 収穫祭などイベント 

つながり：多世代・異業種の普段は交じり合わない人々が 

交流するコミュニティ農園に 
 

 

 

 

花おりｆｒｅｅスペース【小倉】 

ばしょ ：店舗のフリースペース（空き店舗活用） 

きっかけ：ワークショップ、講座、フォトブース 

つながり：花を通じて通りすがりに気軽に立ち寄れる、地域

住民の楽しみの場に 

 
 

               まちのコミュニティスペース『クロス』【伊勢田】 

ばしょ ：民間のコミュニティスペース（民間施設活用） 

きっかけ：絵本・おもちゃなどの広場、夏祭りなどイベント 

つながり：「あそび」を通じて地域住民が楽しみながら交流

できる場に 
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③ まちの縁がわ促進事業（令和７年度～） 

集会所と公園の一体的活用を図り、地域ニーズや地域課題に応じた新たな

集会所などの活用方法をモデル的に実施することで、地域コミュニティの

活性化や集会所と公園の利用促進を目的とした取組を実施 

 

老ノ木集会所・老ノ木児童公園（小倉） 

 

・ 地域のニーズを把握するため、「この場所でやってみたいこと」を

テーマに地域住民の方々とワークショップを実施 

・ 一緒に考えたテーマ「防災×人とのつながり」のもと、小倉連合町内会と

宇治市の連携イベント「まちの縁がわラボ」を開催 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「まちの縁がわラボ」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 「まちの縁がわラボ」には約１５０名の方が参加 

・ １０歳未満から６０歳以上まで幅広い世代の方が参加 

・ ワークショップ、「まちの縁がわラボ」あわせて延べ４００名の方に

参加いただき、交流から生まれた“縁”が“輪”となる取組となった 

 

【参加者の年齢層】 

 

 

 

 

 

 

７月３１日（木） 
第１回 

ワークショップ 
～意見の発散～ 

９月６日（土） 
第２回 

ワークショップ 
～意見の収束～ 

１１月８日（土） 

まちの縁がわラボ 
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・ イベント参加者の半数以上（６１％）が、今回の取組を通じて、初めて

老ノ木集会所・老ノ木児童公園を利用 

・ 集会所と公園の一体活用という公共施設の新たな活用方法は、これまで

施設を利用されたことがない方々に施設を利用いただく機会となった 

 

六地蔵公会堂・奈良町児童遊園（六地蔵） 

 

・ 商店街エリア活性化に向けた取組におけるワークショップに市民協働

推進課職員が参加 

・ 「まちの縁がわ促進事業」モデル実施に向け、ワークショップ

参加者との連携による事業実施を検討中 

 

（２） 地域による主体的な集会所運営 

 

・ 西浦東町内会へ公立集会所を無償譲渡し地域による主体的な集会所

運営を通じてコミュニティ活動の拠点として有効活用 

・ 白川区が公立集会所に替わる施設として、地域のまちづくり活動の

拠点であり、地域の避難所となる民間集会所を新設 

 

① 集会所地域移行支援補助金 

宇治市から譲渡を受けた集会所及び公立集会所の代替として新設する

集会所について、町内会・自治会等が行う改修等の費用を補助 

 

 

      

 

 

 

 

        【西浦東集会所】          【白川集会所】 

【老ノ木集会所・老ノ木児童公園の利用頻度】 
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② 民間集会所支援補助金 

地域による主体的な集会所運営に向け、民間集会所の改修費や運営費を

より一層、支援するため、令和３年度に以下の制度を拡充 

 

・ 集会所新設・大規模改修に対するコミュニティセンター助成への

宇治市の補助上乗せ 

一般財団法人自治総合センターのコミュニティセンター助成金の

採択があった場合、最大２，０００万円を補助 

・ 民間集会所の維持管理経費に対する補助へ拡充 

（拡充前）光熱水費年間５万円 

（拡充後）維持管理経費（光熱水費、修繕料、火災保険料等）年間１５万円 

・ 解体撤去費の補助の新設 

最大：５００万円（補助対象上限１，０００万円の１／２） 

 

 

 

 

 

 

 

【南部第一公会堂】        【旦椋公会堂】 

耐震改修・バリアフリー改修    耐震改修・設備大規模改修 

 

（３） 集会所の適正配置 
 

・耐震性能に課題がある公立集会所の廃止 

年度 集会所名 延床面積 

令和３年度 下居集会所 ５９．５６㎡ 

令和３年度 一ノ坪集会所 ６９．９７㎡ 

令和３年度 伊勢田西集会所 ７１．２１㎡ 
 

・地域による主体的な集会所運営に向けた無償譲渡及び民間集会所の

新設に伴う公立集会所の廃止 

年度 集会所名 延床面積 

令和２年度 西浦東集会所 ４９．６８㎡ 

令和４年度 白川集会所 ２０６．２８㎡ 
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３．取組における課題について 
 

（１）地域コミュニティの活性化 

・ 町内会・自治会が単独での取組だけでなく、地域における様々な主体と

相互に連携・協働する取組を、市内全域に拡大していく必要がある 

（２）地域による主体的な集会所運営 

・ 主体的な集会所運営にあたり、様々な支援策を拡充してきているが、

市民の方々に広く知られていない状況もある 

・ 宇治市のホームページへの集会所の間取りの掲載や市政だよりでの広報

など取り組んでいるものの、公立集会所は周辺地域の方のみが使用

できると認識されている方も多い 

・ 鍵の管理や使用申込の受付といった公立集会所の管理者職務を負担に

感じられている地域もある 

（３）集会所の適正配置 

・ 町内会・自治会と議論を重ねながら調整を進めてきたが、町内会・自治会の

役員を１年毎に交代されている町内会・自治会にとっては、意思決定

しづらい中、具体的で分かり易い説明に努める必要がある 

 

４．今後の展開について 
 

（１）地域コミュニティの活性化 

・ 地域が抱える課題に対し、地域と協力しながら課題解決につなげていく

ため、地域活動団体の取り組み相談や伴走支援を行う 

・ 「地域コミュニティ活性化事業補助金」や「まちのリビング創出促進

事業補助金」など活用される町内会・自治会、ＮＰＯなど地域活動団

体のマッチングを行い、地域のつながりを強化する 

（２）地域による主体的な集会所運営 

・ 町内会・自治会との意見交換会を積極的に実施するなど、様々な支援策や

先行事例について広く周知する 

・ さらなる広報周知や「まちの縁がわ促進事業」など、様々な取組を通じて

集会所の利用促進を図る 

・ 新たな管理運営方法として、デジタル技術を活用したオンライン予約を

検討するなど、集会所管理者の負担軽減を図る 

（３）集会所の適正配置 

・ 新たな取組内容を目に見える形で分かりやすく具体的に示し、集会所の

積極的な利用促進に取り組みつつ、それでも利用に繋がらない集会所は、

廃止や複合化、地域団体への無償譲渡など地域の実情に応じた再編を進める 

 

 

 具体的な取組を推進していくための行動計画を今年度中に策定予定 








































